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お問合せ（その４）  

 

２０２５年７月２日付け当団体からの「再々申入兼要請書」書面に対し、２０

２５年７月２９日付け文書をもって貴社からご回答を頂きました。ご対応あり

がとうございます。 

さて、これまでお問合せを行ってきた点について、引き続き、多くの相談が寄

せられています。 

つきましては、当団体は、改めて貴社に対し、下記事項について照会致します

ので、お手数ですが、２０２６年４月３日までに文書でご回答いただきますよう

お願い申し上げます。 

なお、既に貴社に連絡しておりますとおり、本「お問合せ（その４）」は、公

開の方式で行わせていただきますので、本書の内容及びそれに対する貴社の回

答の有無・回答内容等は、全て、当団体ウェブサイト等で公開いたします。 

 
記 

 
第１ 当団体の認識 

 

(1)  貴社の「６０日集中プログラム参加者特別プラン」（以下「本件プラン」

といいます。）では、当初の２か月間で合計１６回（1か月あたり最大８回）

のパーソナルトレーニングを受けることができるという内容となっていま



す。 

  しかし、本件プランについて、その予約が取れないとの相談が多く寄せら

れています。たとえば、「月に４回しか取れなかった」「次の予約が２週間以

上先でしか取れなかった」「２か月経過したが、５回しか予約が取れなかっ

た」等です。 

(2)  これらの苦情を分析すると、特定の店舗や特定の消費者のみの問題では

なく、多くの店舗で、多くの消費者に「予約が取れない」問題（以下「本件

問題」といいます。）が発生していると考えられます。 

(3)  本件問題は、過去に、当団体からお問合せで指摘させていただいています

ので貴社は十分に認識されているはずです(２０２３年６月１日付け「お問

合せ」、同年９月２５日付け「再お問合せ」)。そして、消費者から貴社に対

し、本件プランの契約締結の申込みがあった際、当該消費者に対し、同人が

主としてトレーニングを希望する曜日や時間帯を聴き取れば、予約が取れ

ない可能性の有無は十分判断できます。 

(4)  また、貴社ウェブサイトにある「最適なトレーニング時間」「圧倒的コス

パは他店の追随を許しません。」「よくある質問」に係る記載からすると、２

か月間で１６回（月８回）通うことが最大限の効果を出す前提となっている

といえます。それにもかかわらず、貴社が、消費者に対して、当該消費者の

予約希望曜日や時間を聴き取らず、予約状況によっては、希望日に予約が取

れず、その結果貴社がトレーニングの効果を謳う２か月間で１６回（１か月

あたり最大８回）のトレーニングを受けられない可能性があるという重要

な事項を告げずに契約を締結した場合、消費者に不利益となる事実につい

ての不告知（消費者契約法４条２項）にあたり、消費者は当該契約を取り消

すことが出来ると考えられます。 

 

第２ お問合せ事項 

 

(1)  貴社は本件プランの契約の申込みをした消費者に対し、同人が主として

トレーニングを希望する曜日や日時の聴き取りを行っているのか、また希

望曜日・時間によっては予約が取れない可能性がある旨の説明をしている

のかご教示ください。 

(2)  聴き取りや説明をしている場合、その旨を記載した書面がある場合は当

該書面をご提示ください。 

(3)  説明をしていない場合はなぜ説明をしないのかご教示ください。 

(4)   今後説明をする予定があるかについてご教示ください。 

以上 

 


